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「
金
銭
自
由
」シ
ン
ボ
ル
の
落
書
き
で
知
ら

れ
る
ス
ト
リ
ー
ト
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
陳
勁
輝

（
4
2
）は
、2
0
2
5
年
1
月
に
中
環
・
上

環
の
2
0
か
所
を
損
壊
し
た
と
し
て
刑
事

損
壊
罪
に
問
わ
れ
、東
区
裁
判
法
院
で
1
2

件
の
罪
を
認
め
、禁
錮
3
週
間
・
執
行
猶
予

2
年
、総
額
1
万
1
,
0
0
0
香
港
ド
ル
の

賠
償
と
使
用
し
た
イ
ン
ク
ペ
ン
等
の
没
収

を
命
じ
ら
れ
た
。弁
護
側
は
都
市
へ
の
美
的

価
値
や
謝
罪
・
補
償
の
意
思
を
訴
え
た
が
、

裁
判
官
は
短
期
間
で
多
数
の
犯
行
と
前
科

を
重
視
し
た
。陳
は
2
0
2
3
年
に
も
同
シ

ン
ボ
ル
で
感
化
令
を
受
け
て
お
り
、同
年
に

葵
涌
で
の
3
件
の
刑
事
損
壊
罪
で
も
起
訴

さ
れ
て
い
る
。8
月
1
5
日
の
再
審
理
で
自

ら
出
廷
し
有
罪
を
認
め
る
意
向
を
示
し
、審

理
は
9
月
1
2
日
ま
で
延
期
さ
れ
保
釈
が

続
い
て
い
る
。

香
港
の
民
主
派
ネ
ッ
ト
メ

デ
ィ
ア「
立
場
新
聞
」前
編

集
長
・
鍾
沛
權
は
、扇
動
出

版
物
発
行
共
謀
罪
で

2
0
2
4
年
9
月
に
禁
錮

2
1
か
月
を
言
い
渡
さ
れ
、

2
0
2
5
年
8
月
1
0
日

に
刑
期
満
了
で
赤
柱
監
獄

を
出
所
し
た
。模
範
囚
と

し
て
の
刑
期
短
縮
は
認
め

ら
れ
ず
、弁
護
側
は
記
者
と

し
て
の
報
道
活
動
だ
っ
た

「
立
場
新
聞
」
の
鍾
沛
権
元
編
集
長

と
し
て
減
刑
を
求
め
た
が
、郭
偉
健
裁
判
官
は「
報
道
で
は
な

く
抗
議
活
動
に
加
担
し
本
土
自
主
を
支
援
し
て
い
た
」と
し
て

退
け
、煽
動
と
認
定
さ
れ
た
1
1
本
の
記
事
の
多
く
は
政
府
不

信
が
高
ま
っ
た
時
期
に
発
表
さ
れ
社
会
的
影
響
は「
非
常
に
深

刻
」と
指
摘
し
た
。一
方
、2
0
2
0
年
の
民
主
派「
4
7
人
初

選
」事
件
で
国
家
政
権
転
覆
共
謀
罪
に
問
わ
れ
、禁
錮
4
年
3

か
月
の
刑
を
受
け
た
元
南
区
区
議
員・袁
嘉
蔚
が
2
0
2
5
年

8
月
1
9
日
に
羅
湖
刑
務
所
を
出
所
し
た
。彼
女
は
港
島
区
か

ら
出
馬
し
第
2
位
で
当
選
、〈
墨
落
無
悔
〉声
明
へ
の
署
名
や

「
抗
争
派
」記
者
会
見
出
席
な
ど
が
有
罪
認
定
の
根
拠
と
な
り

「
積
極
的
参
加
」

と
さ
れ
た
が
、

認
罪
な
ど
を
考

慮
し
て
減
刑
さ

れ
た
。収
監
中

に
同
じ
被
告
の

馮
達
浚
と
結
婚

し
、出
所
当
日

に
S
N
S
で
無

事
を
報
告
、馮

も
夜
に
ツ
ー
シ

ョ
ッ
ト
を
投
稿

し
て
夫
婦
関
係

を
公
表
し
た
。

「
4
7
人
事
件
」

で
は
袁
を
含
め

1
2
人
が
既
に

出
所
し
、年
内

に
は
徐
子
見
の

釈
放
も
見
込
ま

れ
て
い
る
。

香
港
警
察
国
家
安
全
処
は
、国
安
法
違
反
容
疑
で

指
名
手
配
中
の「
香
港
民
主
委
員
会
」執
行
総
監
・

郭
鳳
儀
の
父
郭
賢
生（
6
8
歳
）を
、娘
の
生
命
・

傷
害
保
険
資
金
を
処
理
し
よ
う
と
し
た
と
し
て

「
維
護
国
家
安
全
条
例
」（
通
称
2
3
条
）と「
刑
事

罪
行
条
例
」に
基
づ
く「
逃
亡
犯
財
産
処
理
の
企

図
」罪
で
起
訴
し
た
。逃
亡
犯
家
族
が
同
罪
で
訴

追
さ
れ
る
初
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
。事
件
は

2
0
2
5
年
5
月
8
日
に
西
九
龍
裁
判
法
院
で

保
釈
審
理
が
行
わ
れ
、弁
護
側
は
保
険
が
郭
鳳
儀

本
人
の
資
産
か
否
か
が
争
点
だ
と
主
張
し
た
が
、

国
安
法
指
定
裁
判
官
蘇
惠
徳
は「
国
家
安
全
を
脅

か
さ
な
い
保
証
が
な
い
」と
し
て
保
釈
を
認
め

ず
、6
月
1
3
日
ま
で
延
期
し
た
。郭
賢
生
は
無

罪
を
主
張
し
、審
理
は
1
0
月
8
〜
9
日
に
中
国

語
で
行
わ
れ
る
予
定
。郭
鳳
儀
は
2
0
2
0
年
に

香
港
を
離
れ
、2
0
2
3
年
に
指
名
手
配
、

2
0
2
4
年
に
は
パ
ス
ポ
ー
ト
取
消
し
や
資
金

提
供
禁
止
措
置
を
受
け
て
い
る
。 右 : 郭鳳儀の父郭賢生氏

左 : 郭鳳儀氏

「
蘋
果
日
報
」（
ア
ッ
プ
ル
・
デ
イ
リ
ー
、廃
刊
）創
業
者
で
著
名
な
民

主
活
動
家
の
黎
智
英
氏（
7
7
）は
、香
港
国
家
安
全
維
持
法
違
反

な
ど
で
起
訴
さ
れ
、収
監
か
ら
4
年
8
カ
月
を
経
て
裁
判
が
結
審

し
た
。2
0
2
3
年
末
に
始
ま
っ
た
こ
の
長
期
裁
判
は
、香
港
民
主

化
運
動
と
言
論
弾
圧
の
象
徴
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。黎
氏
は

外
国
勢
力
と
結
託
し
た
と
の
容
疑
を
全
面
否
認
す
る
一
方
、国
安
法

施
行
前
に
ポ
ン
ペ
オ
元
米
国
務
長
官
へ
中
国
・
香
港
当
局
者
へ
の
制

裁
を
提
案
し
た
こ
と
は
認
め
た
が
、同
法
は
適
用
さ
れ
な
い
と
主

張
し
て
い
る
。ト
ラ
ン
プ
米
大
統
領
は「
で
き
る
こ
と
は
何
で
も
す

る
」と
釈
放
支
援
に
意
欲
を
示
し
、中
国
と
の
交
渉
で
も
取
り
上
げ

る
構
え
だ
が
、黎
氏
は
海
外
逃
亡
を
拒
み「
香
港
に
法
治
と
自
由
を

取
り
戻
す
責
任
が
あ
る
」と
語
り
、政
治
的
釈
放
が
実
現
し
て
も
本

意
で
は
な
い
可
能
性
が
高
い
。彼
は「
裁
判
を
通
じ
香
港
の
司
法
の

独
立
の
現
状
が
示
さ
れ
る
」と
述
べ
、信
念
を
貫
い
て
い
る
。

・

「蘋果日報」創業者  黎智英氏  

1
月
、九
龍
湾
で
交
通
警
察
に
追
わ
れ
た
バ
イ
ク
が
非
番
の
海
関
職

員
に
進
路
を
ふ
さ
が
れ
衝
突・死
亡
し
た
事
件
で
、関
員
は「
車
両
干

渉（
干
預
汽
車
）」容
疑
で
逮
捕
さ
れ
た
も
の
の
、8
月
に
律
政
司
が

刑
事
訴
追
し
な
い
と
決
定
し
無
条
件
釈
放
さ
れ
た
。こ
れ
に
対
し
、

死
者
遺
族
や
市
民
か
ら
は「
非
番
職
員
に
執
法
権
限
は
な
く
、行
為

は
過
失
致
死
に
当
た
る
の
に
、な
ぜ
不
起
訴
な
の
か
」と
憤
り
の
声

が
上
が
っ
て
い
る
。こ
れ
と
対
照
的
に
、最
近
で
は
古
書
店
員
が
警
官

に
暴
言
を
吐
い
た
と
し
て
即
時
逮
捕
・
起
訴
さ
れ
、大
量
の
警
官
が

翌
日
現
場
を
巡
回
す
る
な
ど
、市
民
に
厳
し
く
紀
律
部
隊
に
甘
い
と

の
疑
念
が
拡
大
。政
府
は
2
0
1
9
年
以
降
、官
民
関
係
の
修
復
に

努
め
て
き
た
が
、こ
う
し
た
処
理
が
続
け
ば
市
民
の
不
信
感
が
一
層

強
ま
り
、法
の
下
の
平
等
が
疑
わ
れ
る
と
の
懸
念
が
高
ま
っ
て
い
る
。

2
0
2
4
年
6
月
の
W
杯
ア
ジ
ア
予
選
・

香
港
対
イ
ラ
ン
戦
で
国
歌
演
奏
中
に
背
を

向
け
た
行
為
が「
国
歌
侮
辱
罪
」に
あ
た
る

と
し
て
起
訴
さ
れ
、香
港
東
区
裁
判
法
院

は
8
月
2
7
日
、
1
8
0
時
間
の
社
会
奉

仕
命
令(

社
会
服
務
令)

を
言
い
渡
し
た
。
裁

判
官
は
、
国
旗
・
国
歌
は
国
家
統
一
や
民

族
尊
厳
を
象
徴
す
る
も
の
で
、
被
告
が
自

ら
の
行
為
に
責
任
を
負
う
べ
き
だ
と
し
つ

つ
、
事
前
の
計
画
性
が
な
く
影
響
も
限
定

的
、
家
庭
環
境
や
品
行
、
反
省
の
姿
勢
な

ど
を
考
慮
し
て
刑
を
決
定
し
た
。
判
決
は

国
歌
法
の
適
用
範
囲
や
量
刑
判
断
の
重
要

な
事
例
に
な
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。

画
像
出
典
：
香
港
0
1

香港デモシストと社会民主同盟は 2018 年 6月26日に
中国の国歌法に抗議した。

香
港
政
府
物
流
服
務
署
は
2
0
2
4
年
6
月
、政
府
機
関
向
け
飲
用
水

の
3
年
契
約
を
公
開
入
札
で
決
定
し
、香
港
企
業
鑫
鼎
鑫
商
貿
が
中
国

ブ
ラ
ン
ド「
鑫
楽
―
観
音
山
」、時
貿
国
際
が「
H
a
p
p
y
喜
士
」を
供

給
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。初
の
中
国
産
飲
用
水
調
達
に
対
し
て
、物
流
署

は
落
札
者
に
香
港
の
衛
生
法
規
や
食
物
安
全
セ
ン
タ
ー
基
準
の
遵
守
、

定
期
的
な
独
立
検
査
報
告
書
提
出
を
義
務
付
け
た
と
強
調
し
て
い
た
。

し
か
し「
鑫
楽
」製
造
元
の
楽
百
氏
が
過
去
3
年
で
6
回
水
質
問
題
を
中

国
メ
デ
ィ
ア
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
報
じ
ら
れ
、公
務
員
や
市
民
に

不
安
が
広
が
っ
た
。と
こ
ろ
が
8
月
、メ
デ
ィ
ア
が「
鑫
楽
」の
製
造
元・楽

百
氏
が
過
去
3
年
で
6
回
も
中
国
官
媒
に
水
質
問
題
で
指
摘
さ
れ
て
い

た
事
実
を
報
じ
、公
務
員
や
市
民
の
間
で
不
安
が
拡
大
。さ
ら
に
楽
百
氏

は
政
府
へ
の
供
給
や
許
諾
を
否
定
し
、入
札
書
に
名
前
を
使
わ
れ
た
だ

け
だ
と
表
明
し
た
。政
府
は
8
月
1
6
日
、契
約
を
停
止
し
て
警
察
に
捜

査
を
依
頼
し
、鑫
鼎
鑫
社
長
呂
子
聰
と
妻
を
詐
欺
容
疑
で
逮
捕
、中
国
人

1
人
を
指
名
手
配
し
た
。

調
査
で
は
、鑫
鼎
鑫
が
休

眠
後
に
再
開
し
た
ば
か
り

で
、呂
子
聰
は
別
企
業
名

義
で
他
の
政
府
契
約
に
も

関
与
し
、多
額
の
取
引
が

あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
、

水
質
検
査
報
告
書
偽
造

疑
惑
も
浮
上
し
て
い
る
。

今
回
の
件
を
受
け
、香
港

社
会
で
は
審
査
体
制
や

事
前
調
査
の
甘
さ
、公
務

員
の
責
任
追
及
の
在
り

方
に
対
す
る
批
判
が
高

ま
っ
て
い
る

香
港
公
共
放
送
R
T
H
K
の
風
刺
番
組

「
頭
條
新
聞
」を
め
ぐ
っ
て
は
、2
0
2
0

年
2
月
放
送
回
内
の「
無
品
芝
麻
官
」「
驚

方
訊
息
」コ
ー
ナ
ー
で
、警
察
が
物
資
を

溜
め
込
ん
で
い
る
か
の
よ
う
な
表
現
や
、

警
察
官
が
ゴ
ミ
箱
か
ら
登
場
す
る
演
出

な
ど
が
あ
り
、翌
日
警
察
が
放
送
処
長
に

抗
議
、通
訊
事
務
管
理
局（
通
訊
局
）に

3
,
2
0
0
件
を
超
え
る
苦
情
が
寄
せ

ら
れ
た
。通
訊
局
は
同
年
5
月
、番
組
が

警
察
を
侮
辱
し
偏
見
を
伝
え
た
と
し
て

警
告
を
出
し
た
が
、香
港
記
者
協
会
と

R
T
H
K
職
員
組
合
は
、表
現
の
自
由
が

侵
害
さ
れ
た
と
し
て
司
法
審
査
を
申
し

立
て
た
。

2
0
2
1
年
1
1
月
、高
等
法
院
は「
頭

條
新
聞
」は「
無
品
芝
麻
官
」で
は
通
訊
局

が
真
実
性
を
調
査
せ
ず
虚
偽
と
断
定
し

た
の
は
誤
り
だ
と
し
て
原
告
側
の
主
張

台
湾
発「
香
港
独
立
」組
織
関
与
疑
い
　
香
港
当
局
、

未
成
年
含
む
3
人
を
国
安
法
違
反
で
起
訴

香
港
警
察
の
国
家
安
全
処
は
7
月
9
日
、「
香
港
民
主

建
国
連
盟
」メ
ン
バ
ー
と
さ
れ
る
4
人
を
逮
捕
し
、台

湾
で
設
立
さ
れ
た
香
港
独
立
推
進
組
織「
香
港
民
主

建
国
連
盟
」に
関
与
し
た
疑
い
が
あ
る
と
発
表
し
た
。

1
5
歳
の
男
子
学
生
、2
6
歳
の
宅
配
員
陳
泰
森
、

2
5
歳
の
ウ
ェ
イ
タ
ー
伍
始
東
の
3
人
は
香
港
国
家

安
全
維
持
法
に
基
づ
く「
国
家
分
裂
共
謀
罪
」で
起
訴

さ
れ
、残
る
1
人
は
保
釈
さ
れ
た
。起
訴
状
は
、彼
ら

が
2
0
2
4
年
1
1
月
か
ら
2
0
2
5
年
7
月
ま
で

香
港
で
他
者
と
共
謀
し
、香
港
や
中
国
の
一
部
を
分

離
す
る
、法
的
地
位
を
違
法
に
変
更
す
る
、外
国
支
配

下
に
移
す
な
ど
国
家
統
一
破
壊
を
目
的
と
す
る
行
為

を
計
画・実
行
し
た
と
し
て
い
る
。事
件
は
7
月
1
1

日
に
西
九
龍
裁
判
法
院
で
初
公
判
が
開
か
れ
、検
察

は
電
子
機
器
調
査
の
た
め
審
理
延
期
を
申
請
。1
5

歳
少
年
の
保
釈
は
却
下
さ
れ
児
童
・
青
少
年
院
に
収

容
、他
の
2
人
も
保
釈
せ
ず
勾
留
が
続
い
た
。8
月

2
8
日
の
再
審
理
で
は
、事
件
記
録
を
区
院
に
移
送

す
る
準
備
の
た
め
審
理
延
期
が
認
め
ら
れ
、国
家
安

全
法
指
定
裁
判
官
の
蘇
惠
德
総
裁
判
官
が
9
月
2
2

日
ま
で
の
延
期
と
3
人
の
勾
留
継
続
を
決
定
し
た
。

を
一
部
認
め
た
。他
方「
驚
方
訊
息
」の
描
写
に
つ

い
て
は
侮
辱
警
察
と
の
判
断
を
維
持
し
た
。通

訊
局
と
組
合
は
い
ず
れ
も
敗
訴
部
分
を
控
訴

し
、2
0
2
4
年
9
月
上
訴
庭
は
通
訊
局
の
上

訴
を
退
け
、「
無
品
芝
麻
官
」に
違
反
な
し
と
判

断
し
、組
合
側
の
主
張
も
認
め
て
警
告
を
撤
回
、

訟
費
の
7
5
％
を
通
訊
局
が
負
担
す
る
よ
う
命

じ
た
。通
訊
局
は
2
0
2
5
年
2
月
、終
審
法
院

へ
の
上
訴
許
可
を
申
請
し
た
が
、上
訴
庭
は
一
部

理
据
を「
学
術
的
議
論
に
と
ど
ま
る
」と
し
て
却

下
、さ
ら
に
直
接
終
審
法
院
に
許
可
を
求
め
た

が
、同
年
9
月
、終
審
法
院
上
訴
委
員
会
が「
合

理
的
な
許
可
理
由
が
な
い
」と
し
て
申
請
を
棄

却
し
た
。こ
れ
に
よ
り
通
訊
局
は
こ
れ
以
上
判

決
を
争
え
な
く
な
っ
た
。通
訊
局
は
声
明
で
、今

後
も
公
平
・
公
正
・
不
偏
不
倚
に
放
送
苦
情
を
扱

い
、テ
レ
ビ・
ラ
ジ
オ
番
組
が
公
共
の
利
益
に
か

な
う
よ
う
規
制
を
続
け
る
姿
勢
を
示
し
た
。
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「
金
銭
自
由
」シ
ン
ボ
ル
の
落
書
き
で
知
ら

れ
る
ス
ト
リ
ー
ト
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
陳
勁
輝

（
4
2
）は
、2
0
2
5
年
1
月
に
中
環
・
上

環
の
2
0
か
所
を
損
壊
し
た
と
し
て
刑
事

損
壊
罪
に
問
わ
れ
、東
区
裁
判
法
院
で
1
2

件
の
罪
を
認
め
、禁
錮
3
週
間
・
執
行
猶
予

2
年
、総
額
1
万
1
,
0
0
0
香
港
ド
ル
の

賠
償
と
使
用
し
た
イ
ン
ク
ペ
ン
等
の
没
収

を
命
じ
ら
れ
た
。弁
護
側
は
都
市
へ
の
美
的

価
値
や
謝
罪
・
補
償
の
意
思
を
訴
え
た
が
、

裁
判
官
は
短
期
間
で
多
数
の
犯
行
と
前
科

を
重
視
し
た
。陳
は
2
0
2
3
年
に
も
同
シ

ン
ボ
ル
で
感
化
令
を
受
け
て
お
り
、同
年
に

葵
涌
で
の
3
件
の
刑
事
損
壊
罪
で
も
起
訴

さ
れ
て
い
る
。8
月
1
5
日
の
再
審
理
で
自

ら
出
廷
し
有
罪
を
認
め
る
意
向
を
示
し
、審

理
は
9
月
1
2
日
ま
で
延
期
さ
れ
保
釈
が

続
い
て
い
る
。

香
港
の
民
主
派
ネ
ッ
ト
メ

デ
ィ
ア「
立
場
新
聞
」前
編

集
長
・
鍾
沛
權
は
、扇
動
出

版
物
発
行
共
謀
罪
で

2
0
2
4
年
9
月
に
禁
錮

2
1
か
月
を
言
い
渡
さ
れ
、

2
0
2
5
年
8
月
1
0
日

に
刑
期
満
了
で
赤
柱
監
獄

を
出
所
し
た
。模
範
囚
と

し
て
の
刑
期
短
縮
は
認
め

ら
れ
ず
、弁
護
側
は
記
者
と

し
て
の
報
道
活
動
だ
っ
た

「
立
場
新
聞
」
の
鍾
沛
権
元
編
集
長

と
し
て
減
刑
を
求
め
た
が
、郭
偉
健
裁
判
官
は「
報
道
で
は
な

く
抗
議
活
動
に
加
担
し
本
土
自
主
を
支
援
し
て
い
た
」と
し
て

退
け
、煽
動
と
認
定
さ
れ
た
1
1
本
の
記
事
の
多
く
は
政
府
不

信
が
高
ま
っ
た
時
期
に
発
表
さ
れ
社
会
的
影
響
は「
非
常
に
深

刻
」と
指
摘
し
た
。一
方
、2
0
2
0
年
の
民
主
派「
4
7
人
初

選
」事
件
で
国
家
政
権
転
覆
共
謀
罪
に
問
わ
れ
、禁
錮
4
年
3

か
月
の
刑
を
受
け
た
元
南
区
区
議
員・袁
嘉
蔚
が
2
0
2
5
年

8
月
1
9
日
に
羅
湖
刑
務
所
を
出
所
し
た
。彼
女
は
港
島
区
か

ら
出
馬
し
第
2
位
で
当
選
、〈
墨
落
無
悔
〉声
明
へ
の
署
名
や

「
抗
争
派
」記
者
会
見
出
席
な
ど
が
有
罪
認
定
の
根
拠
と
な
り

「
積
極
的
参
加
」

と
さ
れ
た
が
、

認
罪
な
ど
を
考

慮
し
て
減
刑
さ

れ
た
。収
監
中

に
同
じ
被
告
の

馮
達
浚
と
結
婚

し
、出
所
当
日

に
S
N
S
で
無

事
を
報
告
、馮

も
夜
に
ツ
ー
シ

ョ
ッ
ト
を
投
稿

し
て
夫
婦
関
係

を
公
表
し
た
。

「
4
7
人
事
件
」

で
は
袁
を
含
め

1
2
人
が
既
に

出
所
し
、年
内

に
は
徐
子
見
の

釈
放
も
見
込
ま

れ
て
い
る
。

香
港
警
察
国
家
安
全
処
は
、国
安
法
違
反
容
疑
で

指
名
手
配
中
の「
香
港
民
主
委
員
会
」執
行
総
監
・

郭
鳳
儀
の
父
郭
賢
生（
6
8
歳
）を
、娘
の
生
命
・

傷
害
保
険
資
金
を
処
理
し
よ
う
と
し
た
と
し
て

「
維
護
国
家
安
全
条
例
」（
通
称
2
3
条
）と「
刑
事

罪
行
条
例
」に
基
づ
く「
逃
亡
犯
財
産
処
理
の
企

図
」罪
で
起
訴
し
た
。逃
亡
犯
家
族
が
同
罪
で
訴

追
さ
れ
る
初
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
。事
件
は

2
0
2
5
年
5
月
8
日
に
西
九
龍
裁
判
法
院
で

保
釈
審
理
が
行
わ
れ
、弁
護
側
は
保
険
が
郭
鳳
儀

本
人
の
資
産
か
否
か
が
争
点
だ
と
主
張
し
た
が
、

国
安
法
指
定
裁
判
官
蘇
惠
徳
は「
国
家
安
全
を
脅

か
さ
な
い
保
証
が
な
い
」と
し
て
保
釈
を
認
め

ず
、6
月
1
3
日
ま
で
延
期
し
た
。郭
賢
生
は
無

罪
を
主
張
し
、審
理
は
1
0
月
8
〜
9
日
に
中
国

語
で
行
わ
れ
る
予
定
。郭
鳳
儀
は
2
0
2
0
年
に

香
港
を
離
れ
、2
0
2
3
年
に
指
名
手
配
、

2
0
2
4
年
に
は
パ
ス
ポ
ー
ト
取
消
し
や
資
金

提
供
禁
止
措
置
を
受
け
て
い
る
。 右 : 郭鳳儀の父郭賢生氏

左 : 郭鳳儀氏

「
蘋
果
日
報
」（
ア
ッ
プ
ル
・
デ
イ
リ
ー
、廃
刊
）創
業
者
で
著
名
な
民

主
活
動
家
の
黎
智
英
氏（
7
7
）は
、香
港
国
家
安
全
維
持
法
違
反

な
ど
で
起
訴
さ
れ
、収
監
か
ら
4
年
8
カ
月
を
経
て
裁
判
が
結
審

し
た
。2
0
2
3
年
末
に
始
ま
っ
た
こ
の
長
期
裁
判
は
、香
港
民
主

化
運
動
と
言
論
弾
圧
の
象
徴
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。黎
氏
は

外
国
勢
力
と
結
託
し
た
と
の
容
疑
を
全
面
否
認
す
る
一
方
、国
安
法

施
行
前
に
ポ
ン
ペ
オ
元
米
国
務
長
官
へ
中
国
・
香
港
当
局
者
へ
の
制

裁
を
提
案
し
た
こ
と
は
認
め
た
が
、同
法
は
適
用
さ
れ
な
い
と
主

張
し
て
い
る
。ト
ラ
ン
プ
米
大
統
領
は「
で
き
る
こ
と
は
何
で
も
す

る
」と
釈
放
支
援
に
意
欲
を
示
し
、中
国
と
の
交
渉
で
も
取
り
上
げ

る
構
え
だ
が
、黎
氏
は
海
外
逃
亡
を
拒
み「
香
港
に
法
治
と
自
由
を

取
り
戻
す
責
任
が
あ
る
」と
語
り
、政
治
的
釈
放
が
実
現
し
て
も
本

意
で
は
な
い
可
能
性
が
高
い
。彼
は「
裁
判
を
通
じ
香
港
の
司
法
の

独
立
の
現
状
が
示
さ
れ
る
」と
述
べ
、信
念
を
貫
い
て
い
る
。

・

「蘋果日報」創業者  黎智英氏  

1
月
、九
龍
湾
で
交
通
警
察
に
追
わ
れ
た
バ
イ
ク
が
非
番
の
海
関
職

員
に
進
路
を
ふ
さ
が
れ
衝
突・死
亡
し
た
事
件
で
、関
員
は「
車
両
干

渉（
干
預
汽
車
）」容
疑
で
逮
捕
さ
れ
た
も
の
の
、8
月
に
律
政
司
が

刑
事
訴
追
し
な
い
と
決
定
し
無
条
件
釈
放
さ
れ
た
。こ
れ
に
対
し
、

死
者
遺
族
や
市
民
か
ら
は「
非
番
職
員
に
執
法
権
限
は
な
く
、行
為

は
過
失
致
死
に
当
た
る
の
に
、な
ぜ
不
起
訴
な
の
か
」と
憤
り
の
声

が
上
が
っ
て
い
る
。こ
れ
と
対
照
的
に
、最
近
で
は
古
書
店
員
が
警
官

に
暴
言
を
吐
い
た
と
し
て
即
時
逮
捕
・
起
訴
さ
れ
、大
量
の
警
官
が

翌
日
現
場
を
巡
回
す
る
な
ど
、市
民
に
厳
し
く
紀
律
部
隊
に
甘
い
と

の
疑
念
が
拡
大
。政
府
は
2
0
1
9
年
以
降
、官
民
関
係
の
修
復
に

努
め
て
き
た
が
、こ
う
し
た
処
理
が
続
け
ば
市
民
の
不
信
感
が
一
層

強
ま
り
、法
の
下
の
平
等
が
疑
わ
れ
る
と
の
懸
念
が
高
ま
っ
て
い
る
。

2
0
2
4
年
6
月
の
W
杯
ア
ジ
ア
予
選
・

香
港
対
イ
ラ
ン
戦
で
国
歌
演
奏
中
に
背
を

向
け
た
行
為
が「
国
歌
侮
辱
罪
」に
あ
た
る

と
し
て
起
訴
さ
れ
、香
港
東
区
裁
判
法
院

は
8
月
2
7
日
、
1
8
0
時
間
の
社
会
奉

仕
命
令(

社
会
服
務
令)

を
言
い
渡
し
た
。
裁

判
官
は
、
国
旗
・
国
歌
は
国
家
統
一
や
民

族
尊
厳
を
象
徴
す
る
も
の
で
、
被
告
が
自

ら
の
行
為
に
責
任
を
負
う
べ
き
だ
と
し
つ

つ
、
事
前
の
計
画
性
が
な
く
影
響
も
限
定

的
、
家
庭
環
境
や
品
行
、
反
省
の
姿
勢
な

ど
を
考
慮
し
て
刑
を
決
定
し
た
。
判
決
は

国
歌
法
の
適
用
範
囲
や
量
刑
判
断
の
重
要

な
事
例
に
な
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。

画
像
出
典
：
香
港
0
1

香港デモシストと社会民主同盟は 2018 年 6月26日に
中国の国歌法に抗議した。

香
港
政
府
物
流
服
務
署
は
2
0
2
4
年
6
月
、政
府
機
関
向
け
飲
用
水

の
3
年
契
約
を
公
開
入
札
で
決
定
し
、香
港
企
業
鑫
鼎
鑫
商
貿
が
中
国

ブ
ラ
ン
ド「
鑫
楽
―
観
音
山
」、時
貿
国
際
が「
H
a
p
p
y
喜
士
」を
供

給
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。初
の
中
国
産
飲
用
水
調
達
に
対
し
て
、物
流
署

は
落
札
者
に
香
港
の
衛
生
法
規
や
食
物
安
全
セ
ン
タ
ー
基
準
の
遵
守
、

定
期
的
な
独
立
検
査
報
告
書
提
出
を
義
務
付
け
た
と
強
調
し
て
い
た
。

し
か
し「
鑫
楽
」製
造
元
の
楽
百
氏
が
過
去
3
年
で
6
回
水
質
問
題
を
中

国
メ
デ
ィ
ア
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
報
じ
ら
れ
、公
務
員
や
市
民
に

不
安
が
広
が
っ
た
。と
こ
ろ
が
8
月
、メ
デ
ィ
ア
が「
鑫
楽
」の
製
造
元・楽

百
氏
が
過
去
3
年
で
6
回
も
中
国
官
媒
に
水
質
問
題
で
指
摘
さ
れ
て
い

た
事
実
を
報
じ
、公
務
員
や
市
民
の
間
で
不
安
が
拡
大
。さ
ら
に
楽
百
氏

は
政
府
へ
の
供
給
や
許
諾
を
否
定
し
、入
札
書
に
名
前
を
使
わ
れ
た
だ

け
だ
と
表
明
し
た
。政
府
は
8
月
1
6
日
、契
約
を
停
止
し
て
警
察
に
捜

査
を
依
頼
し
、鑫
鼎
鑫
社
長
呂
子
聰
と
妻
を
詐
欺
容
疑
で
逮
捕
、中
国
人

1
人
を
指
名
手
配
し
た
。

調
査
で
は
、鑫
鼎
鑫
が
休

眠
後
に
再
開
し
た
ば
か
り

で
、呂
子
聰
は
別
企
業
名

義
で
他
の
政
府
契
約
に
も

関
与
し
、多
額
の
取
引
が

あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
、

水
質
検
査
報
告
書
偽
造

疑
惑
も
浮
上
し
て
い
る
。

今
回
の
件
を
受
け
、香
港

社
会
で
は
審
査
体
制
や

事
前
調
査
の
甘
さ
、公
務

員
の
責
任
追
及
の
在
り

方
に
対
す
る
批
判
が
高

ま
っ
て
い
る

香
港
公
共
放
送
R
T
H
K
の
風
刺
番
組

「
頭
條
新
聞
」を
め
ぐ
っ
て
は
、2
0
2
0

年
2
月
放
送
回
内
の「
無
品
芝
麻
官
」「
驚

方
訊
息
」コ
ー
ナ
ー
で
、警
察
が
物
資
を

溜
め
込
ん
で
い
る
か
の
よ
う
な
表
現
や
、

警
察
官
が
ゴ
ミ
箱
か
ら
登
場
す
る
演
出

な
ど
が
あ
り
、翌
日
警
察
が
放
送
処
長
に

抗
議
、通
訊
事
務
管
理
局（
通
訊
局
）に

3
,
2
0
0
件
を
超
え
る
苦
情
が
寄
せ

ら
れ
た
。通
訊
局
は
同
年
5
月
、番
組
が

警
察
を
侮
辱
し
偏
見
を
伝
え
た
と
し
て

警
告
を
出
し
た
が
、香
港
記
者
協
会
と

R
T
H
K
職
員
組
合
は
、表
現
の
自
由
が

侵
害
さ
れ
た
と
し
て
司
法
審
査
を
申
し

立
て
た
。

2
0
2
1
年
1
1
月
、高
等
法
院
は「
頭

條
新
聞
」は「
無
品
芝
麻
官
」で
は
通
訊
局

が
真
実
性
を
調
査
せ
ず
虚
偽
と
断
定
し

た
の
は
誤
り
だ
と
し
て
原
告
側
の
主
張

台
湾
発「
香
港
独
立
」組
織
関
与
疑
い
　
香
港
当
局
、

未
成
年
含
む
3
人
を
国
安
法
違
反
で
起
訴

香
港
警
察
の
国
家
安
全
処
は
7
月
9
日
、「
香
港
民
主

建
国
連
盟
」メ
ン
バ
ー
と
さ
れ
る
4
人
を
逮
捕
し
、台

湾
で
設
立
さ
れ
た
香
港
独
立
推
進
組
織「
香
港
民
主

建
国
連
盟
」に
関
与
し
た
疑
い
が
あ
る
と
発
表
し
た
。

1
5
歳
の
男
子
学
生
、2
6
歳
の
宅
配
員
陳
泰
森
、

2
5
歳
の
ウ
ェ
イ
タ
ー
伍
始
東
の
3
人
は
香
港
国
家

安
全
維
持
法
に
基
づ
く「
国
家
分
裂
共
謀
罪
」で
起
訴

さ
れ
、残
る
1
人
は
保
釈
さ
れ
た
。起
訴
状
は
、彼
ら

が
2
0
2
4
年
1
1
月
か
ら
2
0
2
5
年
7
月
ま
で

香
港
で
他
者
と
共
謀
し
、香
港
や
中
国
の
一
部
を
分

離
す
る
、法
的
地
位
を
違
法
に
変
更
す
る
、外
国
支
配

下
に
移
す
な
ど
国
家
統
一
破
壊
を
目
的
と
す
る
行
為

を
計
画・実
行
し
た
と
し
て
い
る
。事
件
は
7
月
1
1

日
に
西
九
龍
裁
判
法
院
で
初
公
判
が
開
か
れ
、検
察

は
電
子
機
器
調
査
の
た
め
審
理
延
期
を
申
請
。1
5

歳
少
年
の
保
釈
は
却
下
さ
れ
児
童
・
青
少
年
院
に
収

容
、他
の
2
人
も
保
釈
せ
ず
勾
留
が
続
い
た
。8
月

2
8
日
の
再
審
理
で
は
、事
件
記
録
を
区
院
に
移
送

す
る
準
備
の
た
め
審
理
延
期
が
認
め
ら
れ
、国
家
安

全
法
指
定
裁
判
官
の
蘇
惠
德
総
裁
判
官
が
9
月
2
2

日
ま
で
の
延
期
と
3
人
の
勾
留
継
続
を
決
定
し
た
。

を
一
部
認
め
た
。他
方「
驚
方
訊
息
」の
描
写
に
つ

い
て
は
侮
辱
警
察
と
の
判
断
を
維
持
し
た
。通

訊
局
と
組
合
は
い
ず
れ
も
敗
訴
部
分
を
控
訴

し
、2
0
2
4
年
9
月
上
訴
庭
は
通
訊
局
の
上

訴
を
退
け
、「
無
品
芝
麻
官
」に
違
反
な
し
と
判

断
し
、組
合
側
の
主
張
も
認
め
て
警
告
を
撤
回
、

訟
費
の
7
5
％
を
通
訊
局
が
負
担
す
る
よ
う
命

じ
た
。通
訊
局
は
2
0
2
5
年
2
月
、終
審
法
院

へ
の
上
訴
許
可
を
申
請
し
た
が
、上
訴
庭
は
一
部

理
据
を「
学
術
的
議
論
に
と
ど
ま
る
」と
し
て
却

下
、さ
ら
に
直
接
終
審
法
院
に
許
可
を
求
め
た

が
、同
年
9
月
、終
審
法
院
上
訴
委
員
会
が「
合

理
的
な
許
可
理
由
が
な
い
」と
し
て
申
請
を
棄

却
し
た
。こ
れ
に
よ
り
通
訊
局
は
こ
れ
以
上
判

決
を
争
え
な
く
な
っ
た
。通
訊
局
は
声
明
で
、今

後
も
公
平
・
公
正
・
不
偏
不
倚
に
放
送
苦
情
を
扱

い
、テ
レ
ビ・
ラ
ジ
オ
番
組
が
公
共
の
利
益
に
か

な
う
よ
う
規
制
を
続
け
る
姿
勢
を
示
し
た
。
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「
金
銭
自
由
」シ
ン
ボ
ル
の
落
書
き
で
知
ら

れ
る
ス
ト
リ
ー
ト
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
陳
勁
輝

（
4
2
）は
、2
0
2
5
年
1
月
に
中
環
・
上

環
の
2
0
か
所
を
損
壊
し
た
と
し
て
刑
事

損
壊
罪
に
問
わ
れ
、東
区
裁
判
法
院
で
1
2

件
の
罪
を
認
め
、禁
錮
3
週
間
・
執
行
猶
予

2
年
、総
額
1
万
1
,
0
0
0
香
港
ド
ル
の

賠
償
と
使
用
し
た
イ
ン
ク
ペ
ン
等
の
没
収

を
命
じ
ら
れ
た
。弁
護
側
は
都
市
へ
の
美
的

価
値
や
謝
罪
・
補
償
の
意
思
を
訴
え
た
が
、

裁
判
官
は
短
期
間
で
多
数
の
犯
行
と
前
科

を
重
視
し
た
。陳
は
2
0
2
3
年
に
も
同
シ

ン
ボ
ル
で
感
化
令
を
受
け
て
お
り
、同
年
に

葵
涌
で
の
3
件
の
刑
事
損
壊
罪
で
も
起
訴

さ
れ
て
い
る
。8
月
1
5
日
の
再
審
理
で
自

ら
出
廷
し
有
罪
を
認
め
る
意
向
を
示
し
、審

理
は
9
月
1
2
日
ま
で
延
期
さ
れ
保
釈
が

続
い
て
い
る
。

香
港
の
民
主
派
ネ
ッ
ト
メ

デ
ィ
ア「
立
場
新
聞
」前
編

集
長
・
鍾
沛
權
は
、扇
動
出

版
物
発
行
共
謀
罪
で

2
0
2
4
年
9
月
に
禁
錮

2
1
か
月
を
言
い
渡
さ
れ
、

2
0
2
5
年
8
月
1
0
日

に
刑
期
満
了
で
赤
柱
監
獄

を
出
所
し
た
。模
範
囚
と

し
て
の
刑
期
短
縮
は
認
め

ら
れ
ず
、弁
護
側
は
記
者
と

し
て
の
報
道
活
動
だ
っ
た

「
立
場
新
聞
」
の
鍾
沛
権
元
編
集
長

と
し
て
減
刑
を
求
め
た
が
、郭
偉
健
裁
判
官
は「
報
道
で
は
な

く
抗
議
活
動
に
加
担
し
本
土
自
主
を
支
援
し
て
い
た
」と
し
て

退
け
、煽
動
と
認
定
さ
れ
た
1
1
本
の
記
事
の
多
く
は
政
府
不

信
が
高
ま
っ
た
時
期
に
発
表
さ
れ
社
会
的
影
響
は「
非
常
に
深

刻
」と
指
摘
し
た
。一
方
、2
0
2
0
年
の
民
主
派「
4
7
人
初

選
」事
件
で
国
家
政
権
転
覆
共
謀
罪
に
問
わ
れ
、禁
錮
4
年
3

か
月
の
刑
を
受
け
た
元
南
区
区
議
員・袁
嘉
蔚
が
2
0
2
5
年

8
月
1
9
日
に
羅
湖
刑
務
所
を
出
所
し
た
。彼
女
は
港
島
区
か

ら
出
馬
し
第
2
位
で
当
選
、〈
墨
落
無
悔
〉声
明
へ
の
署
名
や

「
抗
争
派
」記
者
会
見
出
席
な
ど
が
有
罪
認
定
の
根
拠
と
な
り

「
積
極
的
参
加
」

と
さ
れ
た
が
、

認
罪
な
ど
を
考

慮
し
て
減
刑
さ

れ
た
。収
監
中

に
同
じ
被
告
の

馮
達
浚
と
結
婚

し
、出
所
当
日

に
S
N
S
で
無

事
を
報
告
、馮

も
夜
に
ツ
ー
シ

ョ
ッ
ト
を
投
稿

し
て
夫
婦
関
係

を
公
表
し
た
。

「
4
7
人
事
件
」

で
は
袁
を
含
め

1
2
人
が
既
に

出
所
し
、年
内

に
は
徐
子
見
の

釈
放
も
見
込
ま

れ
て
い
る
。

香
港
警
察
国
家
安
全
処
は
、国
安
法
違
反
容
疑
で

指
名
手
配
中
の「
香
港
民
主
委
員
会
」執
行
総
監
・

郭
鳳
儀
の
父
郭
賢
生（
6
8
歳
）を
、娘
の
生
命
・

傷
害
保
険
資
金
を
処
理
し
よ
う
と
し
た
と
し
て

「
維
護
国
家
安
全
条
例
」（
通
称
2
3
条
）と「
刑
事

罪
行
条
例
」に
基
づ
く「
逃
亡
犯
財
産
処
理
の
企

図
」罪
で
起
訴
し
た
。逃
亡
犯
家
族
が
同
罪
で
訴

追
さ
れ
る
初
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
。事
件
は

2
0
2
5
年
5
月
8
日
に
西
九
龍
裁
判
法
院
で

保
釈
審
理
が
行
わ
れ
、弁
護
側
は
保
険
が
郭
鳳
儀

本
人
の
資
産
か
否
か
が
争
点
だ
と
主
張
し
た
が
、

国
安
法
指
定
裁
判
官
蘇
惠
徳
は「
国
家
安
全
を
脅

か
さ
な
い
保
証
が
な
い
」と
し
て
保
釈
を
認
め

ず
、6
月
1
3
日
ま
で
延
期
し
た
。郭
賢
生
は
無

罪
を
主
張
し
、審
理
は
1
0
月
8
〜
9
日
に
中
国

語
で
行
わ
れ
る
予
定
。郭
鳳
儀
は
2
0
2
0
年
に

香
港
を
離
れ
、2
0
2
3
年
に
指
名
手
配
、

2
0
2
4
年
に
は
パ
ス
ポ
ー
ト
取
消
し
や
資
金

提
供
禁
止
措
置
を
受
け
て
い
る
。 右 : 郭鳳儀の父郭賢生氏

左 : 郭鳳儀氏

「
蘋
果
日
報
」（
ア
ッ
プ
ル
・
デ
イ
リ
ー
、廃
刊
）創
業
者
で
著
名
な
民

主
活
動
家
の
黎
智
英
氏（
7
7
）は
、香
港
国
家
安
全
維
持
法
違
反

な
ど
で
起
訴
さ
れ
、収
監
か
ら
4
年
8
カ
月
を
経
て
裁
判
が
結
審

し
た
。2
0
2
3
年
末
に
始
ま
っ
た
こ
の
長
期
裁
判
は
、香
港
民
主

化
運
動
と
言
論
弾
圧
の
象
徴
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。黎
氏
は

外
国
勢
力
と
結
託
し
た
と
の
容
疑
を
全
面
否
認
す
る
一
方
、国
安
法

施
行
前
に
ポ
ン
ペ
オ
元
米
国
務
長
官
へ
中
国
・
香
港
当
局
者
へ
の
制

裁
を
提
案
し
た
こ
と
は
認
め
た
が
、同
法
は
適
用
さ
れ
な
い
と
主

張
し
て
い
る
。ト
ラ
ン
プ
米
大
統
領
は「
で
き
る
こ
と
は
何
で
も
す

る
」と
釈
放
支
援
に
意
欲
を
示
し
、中
国
と
の
交
渉
で
も
取
り
上
げ

る
構
え
だ
が
、黎
氏
は
海
外
逃
亡
を
拒
み「
香
港
に
法
治
と
自
由
を

取
り
戻
す
責
任
が
あ
る
」と
語
り
、政
治
的
釈
放
が
実
現
し
て
も
本

意
で
は
な
い
可
能
性
が
高
い
。彼
は「
裁
判
を
通
じ
香
港
の
司
法
の

独
立
の
現
状
が
示
さ
れ
る
」と
述
べ
、信
念
を
貫
い
て
い
る
。

・

「蘋果日報」創業者  黎智英氏  

1
月
、九
龍
湾
で
交
通
警
察
に
追
わ
れ
た
バ
イ
ク
が
非
番
の
海
関
職

員
に
進
路
を
ふ
さ
が
れ
衝
突・死
亡
し
た
事
件
で
、関
員
は「
車
両
干

渉（
干
預
汽
車
）」容
疑
で
逮
捕
さ
れ
た
も
の
の
、8
月
に
律
政
司
が

刑
事
訴
追
し
な
い
と
決
定
し
無
条
件
釈
放
さ
れ
た
。こ
れ
に
対
し
、

死
者
遺
族
や
市
民
か
ら
は「
非
番
職
員
に
執
法
権
限
は
な
く
、行
為

は
過
失
致
死
に
当
た
る
の
に
、な
ぜ
不
起
訴
な
の
か
」と
憤
り
の
声

が
上
が
っ
て
い
る
。こ
れ
と
対
照
的
に
、最
近
で
は
古
書
店
員
が
警
官

に
暴
言
を
吐
い
た
と
し
て
即
時
逮
捕
・
起
訴
さ
れ
、大
量
の
警
官
が

翌
日
現
場
を
巡
回
す
る
な
ど
、市
民
に
厳
し
く
紀
律
部
隊
に
甘
い
と

の
疑
念
が
拡
大
。政
府
は
2
0
1
9
年
以
降
、官
民
関
係
の
修
復
に

努
め
て
き
た
が
、こ
う
し
た
処
理
が
続
け
ば
市
民
の
不
信
感
が
一
層

強
ま
り
、法
の
下
の
平
等
が
疑
わ
れ
る
と
の
懸
念
が
高
ま
っ
て
い
る
。

2
0
2
4
年
6
月
の
W
杯
ア
ジ
ア
予
選
・

香
港
対
イ
ラ
ン
戦
で
国
歌
演
奏
中
に
背
を

向
け
た
行
為
が「
国
歌
侮
辱
罪
」に
あ
た
る

と
し
て
起
訴
さ
れ
、香
港
東
区
裁
判
法
院

は
8
月
2
7
日
、
1
8
0
時
間
の
社
会
奉

仕
命
令(

社
会
服
務
令)

を
言
い
渡
し
た
。
裁

判
官
は
、
国
旗
・
国
歌
は
国
家
統
一
や
民

族
尊
厳
を
象
徴
す
る
も
の
で
、
被
告
が
自

ら
の
行
為
に
責
任
を
負
う
べ
き
だ
と
し
つ

つ
、
事
前
の
計
画
性
が
な
く
影
響
も
限
定

的
、
家
庭
環
境
や
品
行
、
反
省
の
姿
勢
な

ど
を
考
慮
し
て
刑
を
決
定
し
た
。
判
決
は

国
歌
法
の
適
用
範
囲
や
量
刑
判
断
の
重
要

な
事
例
に
な
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。

画
像
出
典
：
香
港
0
1

香港デモシストと社会民主同盟は 2018 年 6月26日に
中国の国歌法に抗議した。

香
港
政
府
物
流
服
務
署
は
2
0
2
4
年
6
月
、政
府
機
関
向
け
飲
用
水

の
3
年
契
約
を
公
開
入
札
で
決
定
し
、香
港
企
業
鑫
鼎
鑫
商
貿
が
中
国

ブ
ラ
ン
ド「
鑫
楽
―
観
音
山
」、時
貿
国
際
が「
H
a
p
p
y
喜
士
」を
供

給
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。初
の
中
国
産
飲
用
水
調
達
に
対
し
て
、物
流
署

は
落
札
者
に
香
港
の
衛
生
法
規
や
食
物
安
全
セ
ン
タ
ー
基
準
の
遵
守
、

定
期
的
な
独
立
検
査
報
告
書
提
出
を
義
務
付
け
た
と
強
調
し
て
い
た
。

し
か
し「
鑫
楽
」製
造
元
の
楽
百
氏
が
過
去
3
年
で
6
回
水
質
問
題
を
中

国
メ
デ
ィ
ア
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
報
じ
ら
れ
、公
務
員
や
市
民
に

不
安
が
広
が
っ
た
。と
こ
ろ
が
8
月
、メ
デ
ィ
ア
が「
鑫
楽
」の
製
造
元・楽

百
氏
が
過
去
3
年
で
6
回
も
中
国
官
媒
に
水
質
問
題
で
指
摘
さ
れ
て
い

た
事
実
を
報
じ
、公
務
員
や
市
民
の
間
で
不
安
が
拡
大
。さ
ら
に
楽
百
氏

は
政
府
へ
の
供
給
や
許
諾
を
否
定
し
、入
札
書
に
名
前
を
使
わ
れ
た
だ

け
だ
と
表
明
し
た
。政
府
は
8
月
1
6
日
、契
約
を
停
止
し
て
警
察
に
捜

査
を
依
頼
し
、鑫
鼎
鑫
社
長
呂
子
聰
と
妻
を
詐
欺
容
疑
で
逮
捕
、中
国
人

1
人
を
指
名
手
配
し
た
。

調
査
で
は
、鑫
鼎
鑫
が
休

眠
後
に
再
開
し
た
ば
か
り

で
、呂
子
聰
は
別
企
業
名

義
で
他
の
政
府
契
約
に
も

関
与
し
、多
額
の
取
引
が

あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
、

水
質
検
査
報
告
書
偽
造

疑
惑
も
浮
上
し
て
い
る
。

今
回
の
件
を
受
け
、香
港

社
会
で
は
審
査
体
制
や

事
前
調
査
の
甘
さ
、公
務

員
の
責
任
追
及
の
在
り

方
に
対
す
る
批
判
が
高

ま
っ
て
い
る

香
港
公
共
放
送
R
T
H
K
の
風
刺
番
組

「
頭
條
新
聞
」を
め
ぐ
っ
て
は
、2
0
2
0

年
2
月
放
送
回
内
の「
無
品
芝
麻
官
」「
驚

方
訊
息
」コ
ー
ナ
ー
で
、警
察
が
物
資
を

溜
め
込
ん
で
い
る
か
の
よ
う
な
表
現
や
、

警
察
官
が
ゴ
ミ
箱
か
ら
登
場
す
る
演
出

な
ど
が
あ
り
、翌
日
警
察
が
放
送
処
長
に

抗
議
、通
訊
事
務
管
理
局（
通
訊
局
）に

3
,
2
0
0
件
を
超
え
る
苦
情
が
寄
せ

ら
れ
た
。通
訊
局
は
同
年
5
月
、番
組
が

警
察
を
侮
辱
し
偏
見
を
伝
え
た
と
し
て

警
告
を
出
し
た
が
、香
港
記
者
協
会
と

R
T
H
K
職
員
組
合
は
、表
現
の
自
由
が

侵
害
さ
れ
た
と
し
て
司
法
審
査
を
申
し

立
て
た
。

2
0
2
1
年
1
1
月
、高
等
法
院
は「
頭

條
新
聞
」は「
無
品
芝
麻
官
」で
は
通
訊
局

が
真
実
性
を
調
査
せ
ず
虚
偽
と
断
定
し

た
の
は
誤
り
だ
と
し
て
原
告
側
の
主
張

台
湾
発「
香
港
独
立
」組
織
関
与
疑
い
　
香
港
当
局
、

未
成
年
含
む
3
人
を
国
安
法
違
反
で
起
訴

香
港
警
察
の
国
家
安
全
処
は
7
月
9
日
、「
香
港
民
主

建
国
連
盟
」メ
ン
バ
ー
と
さ
れ
る
4
人
を
逮
捕
し
、台

湾
で
設
立
さ
れ
た
香
港
独
立
推
進
組
織「
香
港
民
主

建
国
連
盟
」に
関
与
し
た
疑
い
が
あ
る
と
発
表
し
た
。

1
5
歳
の
男
子
学
生
、2
6
歳
の
宅
配
員
陳
泰
森
、

2
5
歳
の
ウ
ェ
イ
タ
ー
伍
始
東
の
3
人
は
香
港
国
家

安
全
維
持
法
に
基
づ
く「
国
家
分
裂
共
謀
罪
」で
起
訴

さ
れ
、残
る
1
人
は
保
釈
さ
れ
た
。起
訴
状
は
、彼
ら

が
2
0
2
4
年
1
1
月
か
ら
2
0
2
5
年
7
月
ま
で

香
港
で
他
者
と
共
謀
し
、香
港
や
中
国
の
一
部
を
分

離
す
る
、法
的
地
位
を
違
法
に
変
更
す
る
、外
国
支
配

下
に
移
す
な
ど
国
家
統
一
破
壊
を
目
的
と
す
る
行
為

を
計
画・実
行
し
た
と
し
て
い
る
。事
件
は
7
月
1
1

日
に
西
九
龍
裁
判
法
院
で
初
公
判
が
開
か
れ
、検
察

は
電
子
機
器
調
査
の
た
め
審
理
延
期
を
申
請
。1
5

歳
少
年
の
保
釈
は
却
下
さ
れ
児
童
・
青
少
年
院
に
収

容
、他
の
2
人
も
保
釈
せ
ず
勾
留
が
続
い
た
。8
月

2
8
日
の
再
審
理
で
は
、事
件
記
録
を
区
院
に
移
送

す
る
準
備
の
た
め
審
理
延
期
が
認
め
ら
れ
、国
家
安

全
法
指
定
裁
判
官
の
蘇
惠
德
総
裁
判
官
が
9
月
2
2

日
ま
で
の
延
期
と
3
人
の
勾
留
継
続
を
決
定
し
た
。

を
一
部
認
め
た
。他
方「
驚
方
訊
息
」の
描
写
に
つ

い
て
は
侮
辱
警
察
と
の
判
断
を
維
持
し
た
。通

訊
局
と
組
合
は
い
ず
れ
も
敗
訴
部
分
を
控
訴

し
、2
0
2
4
年
9
月
上
訴
庭
は
通
訊
局
の
上

訴
を
退
け
、「
無
品
芝
麻
官
」に
違
反
な
し
と
判

断
し
、組
合
側
の
主
張
も
認
め
て
警
告
を
撤
回
、

訟
費
の
7
5
％
を
通
訊
局
が
負
担
す
る
よ
う
命

じ
た
。通
訊
局
は
2
0
2
5
年
2
月
、終
審
法
院

へ
の
上
訴
許
可
を
申
請
し
た
が
、上
訴
庭
は
一
部

理
据
を「
学
術
的
議
論
に
と
ど
ま
る
」と
し
て
却

下
、さ
ら
に
直
接
終
審
法
院
に
許
可
を
求
め
た

が
、同
年
9
月
、終
審
法
院
上
訴
委
員
会
が「
合

理
的
な
許
可
理
由
が
な
い
」と
し
て
申
請
を
棄

却
し
た
。こ
れ
に
よ
り
通
訊
局
は
こ
れ
以
上
判

決
を
争
え
な
く
な
っ
た
。通
訊
局
は
声
明
で
、今

後
も
公
平
・
公
正
・
不
偏
不
倚
に
放
送
苦
情
を
扱

い
、テ
レ
ビ・
ラ
ジ
オ
番
組
が
公
共
の
利
益
に
か

な
う
よ
う
規
制
を
続
け
る
姿
勢
を
示
し
た
。
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「
金
銭
自
由
」シ
ン
ボ
ル
の
落
書
き
で
知
ら

れ
る
ス
ト
リ
ー
ト
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
陳
勁
輝

（
4
2
）は
、2
0
2
5
年
1
月
に
中
環
・
上

環
の
2
0
か
所
を
損
壊
し
た
と
し
て
刑
事

損
壊
罪
に
問
わ
れ
、東
区
裁
判
法
院
で
1
2

件
の
罪
を
認
め
、禁
錮
3
週
間
・
執
行
猶
予

2
年
、総
額
1
万
1
,
0
0
0
香
港
ド
ル
の

賠
償
と
使
用
し
た
イ
ン
ク
ペ
ン
等
の
没
収

を
命
じ
ら
れ
た
。弁
護
側
は
都
市
へ
の
美
的

価
値
や
謝
罪
・
補
償
の
意
思
を
訴
え
た
が
、

裁
判
官
は
短
期
間
で
多
数
の
犯
行
と
前
科

を
重
視
し
た
。陳
は
2
0
2
3
年
に
も
同
シ

ン
ボ
ル
で
感
化
令
を
受
け
て
お
り
、同
年
に

葵
涌
で
の
3
件
の
刑
事
損
壊
罪
で
も
起
訴

さ
れ
て
い
る
。8
月
1
5
日
の
再
審
理
で
自

ら
出
廷
し
有
罪
を
認
め
る
意
向
を
示
し
、審

理
は
9
月
1
2
日
ま
で
延
期
さ
れ
保
釈
が

続
い
て
い
る
。

香
港
の
民
主
派
ネ
ッ
ト
メ

デ
ィ
ア「
立
場
新
聞
」前
編

集
長
・
鍾
沛
權
は
、扇
動
出

版
物
発
行
共
謀
罪
で

2
0
2
4
年
9
月
に
禁
錮

2
1
か
月
を
言
い
渡
さ
れ
、

2
0
2
5
年
8
月
1
0
日

に
刑
期
満
了
で
赤
柱
監
獄

を
出
所
し
た
。模
範
囚
と

し
て
の
刑
期
短
縮
は
認
め

ら
れ
ず
、弁
護
側
は
記
者
と

し
て
の
報
道
活
動
だ
っ
た

「
立
場
新
聞
」
の
鍾
沛
権
元
編
集
長

と
し
て
減
刑
を
求
め
た
が
、郭
偉
健
裁
判
官
は「
報
道
で
は
な

く
抗
議
活
動
に
加
担
し
本
土
自
主
を
支
援
し
て
い
た
」と
し
て

退
け
、煽
動
と
認
定
さ
れ
た
1
1
本
の
記
事
の
多
く
は
政
府
不

信
が
高
ま
っ
た
時
期
に
発
表
さ
れ
社
会
的
影
響
は「
非
常
に
深

刻
」と
指
摘
し
た
。一
方
、2
0
2
0
年
の
民
主
派「
4
7
人
初

選
」事
件
で
国
家
政
権
転
覆
共
謀
罪
に
問
わ
れ
、禁
錮
4
年
3

か
月
の
刑
を
受
け
た
元
南
区
区
議
員・袁
嘉
蔚
が
2
0
2
5
年

8
月
1
9
日
に
羅
湖
刑
務
所
を
出
所
し
た
。彼
女
は
港
島
区
か

ら
出
馬
し
第
2
位
で
当
選
、〈
墨
落
無
悔
〉声
明
へ
の
署
名
や

「
抗
争
派
」記
者
会
見
出
席
な
ど
が
有
罪
認
定
の
根
拠
と
な
り

「
積
極
的
参
加
」

と
さ
れ
た
が
、

認
罪
な
ど
を
考

慮
し
て
減
刑
さ

れ
た
。収
監
中

に
同
じ
被
告
の

馮
達
浚
と
結
婚

し
、出
所
当
日

に
S
N
S
で
無

事
を
報
告
、馮

も
夜
に
ツ
ー
シ

ョ
ッ
ト
を
投
稿

し
て
夫
婦
関
係

を
公
表
し
た
。

「
4
7
人
事
件
」

で
は
袁
を
含
め

1
2
人
が
既
に

出
所
し
、年
内

に
は
徐
子
見
の

釈
放
も
見
込
ま

れ
て
い
る
。

香
港
警
察
国
家
安
全
処
は
、国
安
法
違
反
容
疑
で

指
名
手
配
中
の「
香
港
民
主
委
員
会
」執
行
総
監
・

郭
鳳
儀
の
父
郭
賢
生（
6
8
歳
）を
、娘
の
生
命
・

傷
害
保
険
資
金
を
処
理
し
よ
う
と
し
た
と
し
て

「
維
護
国
家
安
全
条
例
」（
通
称
2
3
条
）と「
刑
事

罪
行
条
例
」に
基
づ
く「
逃
亡
犯
財
産
処
理
の
企

図
」罪
で
起
訴
し
た
。逃
亡
犯
家
族
が
同
罪
で
訴

追
さ
れ
る
初
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
。事
件
は

2
0
2
5
年
5
月
8
日
に
西
九
龍
裁
判
法
院
で

保
釈
審
理
が
行
わ
れ
、弁
護
側
は
保
険
が
郭
鳳
儀

本
人
の
資
産
か
否
か
が
争
点
だ
と
主
張
し
た
が
、

国
安
法
指
定
裁
判
官
蘇
惠
徳
は「
国
家
安
全
を
脅

か
さ
な
い
保
証
が
な
い
」と
し
て
保
釈
を
認
め

ず
、6
月
1
3
日
ま
で
延
期
し
た
。郭
賢
生
は
無

罪
を
主
張
し
、審
理
は
1
0
月
8
〜
9
日
に
中
国

語
で
行
わ
れ
る
予
定
。郭
鳳
儀
は
2
0
2
0
年
に

香
港
を
離
れ
、2
0
2
3
年
に
指
名
手
配
、

2
0
2
4
年
に
は
パ
ス
ポ
ー
ト
取
消
し
や
資
金

提
供
禁
止
措
置
を
受
け
て
い
る
。 右 : 郭鳳儀の父郭賢生氏

左 : 郭鳳儀氏

「
蘋
果
日
報
」（
ア
ッ
プ
ル
・
デ
イ
リ
ー
、廃
刊
）創
業
者
で
著
名
な
民

主
活
動
家
の
黎
智
英
氏（
7
7
）は
、香
港
国
家
安
全
維
持
法
違
反

な
ど
で
起
訴
さ
れ
、収
監
か
ら
4
年
8
カ
月
を
経
て
裁
判
が
結
審

し
た
。2
0
2
3
年
末
に
始
ま
っ
た
こ
の
長
期
裁
判
は
、香
港
民
主

化
運
動
と
言
論
弾
圧
の
象
徴
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。黎
氏
は

外
国
勢
力
と
結
託
し
た
と
の
容
疑
を
全
面
否
認
す
る
一
方
、国
安
法

施
行
前
に
ポ
ン
ペ
オ
元
米
国
務
長
官
へ
中
国
・
香
港
当
局
者
へ
の
制

裁
を
提
案
し
た
こ
と
は
認
め
た
が
、同
法
は
適
用
さ
れ
な
い
と
主

張
し
て
い
る
。ト
ラ
ン
プ
米
大
統
領
は「
で
き
る
こ
と
は
何
で
も
す

る
」と
釈
放
支
援
に
意
欲
を
示
し
、中
国
と
の
交
渉
で
も
取
り
上
げ

る
構
え
だ
が
、黎
氏
は
海
外
逃
亡
を
拒
み「
香
港
に
法
治
と
自
由
を

取
り
戻
す
責
任
が
あ
る
」と
語
り
、政
治
的
釈
放
が
実
現
し
て
も
本

意
で
は
な
い
可
能
性
が
高
い
。彼
は「
裁
判
を
通
じ
香
港
の
司
法
の

独
立
の
現
状
が
示
さ
れ
る
」と
述
べ
、信
念
を
貫
い
て
い
る
。

・

「蘋果日報」創業者  黎智英氏  

1
月
、九
龍
湾
で
交
通
警
察
に
追
わ
れ
た
バ
イ
ク
が
非
番
の
海
関
職

員
に
進
路
を
ふ
さ
が
れ
衝
突・死
亡
し
た
事
件
で
、関
員
は「
車
両
干

渉（
干
預
汽
車
）」容
疑
で
逮
捕
さ
れ
た
も
の
の
、8
月
に
律
政
司
が

刑
事
訴
追
し
な
い
と
決
定
し
無
条
件
釈
放
さ
れ
た
。こ
れ
に
対
し
、

死
者
遺
族
や
市
民
か
ら
は「
非
番
職
員
に
執
法
権
限
は
な
く
、行
為

は
過
失
致
死
に
当
た
る
の
に
、な
ぜ
不
起
訴
な
の
か
」と
憤
り
の
声

が
上
が
っ
て
い
る
。こ
れ
と
対
照
的
に
、最
近
で
は
古
書
店
員
が
警
官

に
暴
言
を
吐
い
た
と
し
て
即
時
逮
捕
・
起
訴
さ
れ
、大
量
の
警
官
が

翌
日
現
場
を
巡
回
す
る
な
ど
、市
民
に
厳
し
く
紀
律
部
隊
に
甘
い
と

の
疑
念
が
拡
大
。政
府
は
2
0
1
9
年
以
降
、官
民
関
係
の
修
復
に

努
め
て
き
た
が
、こ
う
し
た
処
理
が
続
け
ば
市
民
の
不
信
感
が
一
層

強
ま
り
、法
の
下
の
平
等
が
疑
わ
れ
る
と
の
懸
念
が
高
ま
っ
て
い
る
。

2
0
2
4
年
6
月
の
W
杯
ア
ジ
ア
予
選
・

香
港
対
イ
ラ
ン
戦
で
国
歌
演
奏
中
に
背
を

向
け
た
行
為
が「
国
歌
侮
辱
罪
」に
あ
た
る

と
し
て
起
訴
さ
れ
、香
港
東
区
裁
判
法
院

は
8
月
2
7
日
、
1
8
0
時
間
の
社
会
奉

仕
命
令(

社
会
服
務
令)

を
言
い
渡
し
た
。
裁

判
官
は
、
国
旗
・
国
歌
は
国
家
統
一
や
民

族
尊
厳
を
象
徴
す
る
も
の
で
、
被
告
が
自

ら
の
行
為
に
責
任
を
負
う
べ
き
だ
と
し
つ

つ
、
事
前
の
計
画
性
が
な
く
影
響
も
限
定

的
、
家
庭
環
境
や
品
行
、
反
省
の
姿
勢
な

ど
を
考
慮
し
て
刑
を
決
定
し
た
。
判
決
は

国
歌
法
の
適
用
範
囲
や
量
刑
判
断
の
重
要

な
事
例
に
な
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。

画
像
出
典
：
香
港
0
1

香港デモシストと社会民主同盟は 2018 年 6月26日に
中国の国歌法に抗議した。

香
港
政
府
物
流
服
務
署
は
2
0
2
4
年
6
月
、政
府
機
関
向
け
飲
用
水

の
3
年
契
約
を
公
開
入
札
で
決
定
し
、香
港
企
業
鑫
鼎
鑫
商
貿
が
中
国

ブ
ラ
ン
ド「
鑫
楽
―
観
音
山
」、時
貿
国
際
が「
H
a
p
p
y
喜
士
」を
供

給
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。初
の
中
国
産
飲
用
水
調
達
に
対
し
て
、物
流
署

は
落
札
者
に
香
港
の
衛
生
法
規
や
食
物
安
全
セ
ン
タ
ー
基
準
の
遵
守
、

定
期
的
な
独
立
検
査
報
告
書
提
出
を
義
務
付
け
た
と
強
調
し
て
い
た
。

し
か
し「
鑫
楽
」製
造
元
の
楽
百
氏
が
過
去
3
年
で
6
回
水
質
問
題
を
中

国
メ
デ
ィ
ア
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
報
じ
ら
れ
、公
務
員
や
市
民
に

不
安
が
広
が
っ
た
。と
こ
ろ
が
8
月
、メ
デ
ィ
ア
が「
鑫
楽
」の
製
造
元・楽

百
氏
が
過
去
3
年
で
6
回
も
中
国
官
媒
に
水
質
問
題
で
指
摘
さ
れ
て
い

た
事
実
を
報
じ
、公
務
員
や
市
民
の
間
で
不
安
が
拡
大
。さ
ら
に
楽
百
氏

は
政
府
へ
の
供
給
や
許
諾
を
否
定
し
、入
札
書
に
名
前
を
使
わ
れ
た
だ

け
だ
と
表
明
し
た
。政
府
は
8
月
1
6
日
、契
約
を
停
止
し
て
警
察
に
捜

査
を
依
頼
し
、鑫
鼎
鑫
社
長
呂
子
聰
と
妻
を
詐
欺
容
疑
で
逮
捕
、中
国
人

1
人
を
指
名
手
配
し
た
。

調
査
で
は
、鑫
鼎
鑫
が
休

眠
後
に
再
開
し
た
ば
か
り

で
、呂
子
聰
は
別
企
業
名

義
で
他
の
政
府
契
約
に
も

関
与
し
、多
額
の
取
引
が

あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
、

水
質
検
査
報
告
書
偽
造

疑
惑
も
浮
上
し
て
い
る
。

今
回
の
件
を
受
け
、香
港

社
会
で
は
審
査
体
制
や

事
前
調
査
の
甘
さ
、公
務

員
の
責
任
追
及
の
在
り

方
に
対
す
る
批
判
が
高

ま
っ
て
い
る

香
港
公
共
放
送
R
T
H
K
の
風
刺
番
組

「
頭
條
新
聞
」を
め
ぐ
っ
て
は
、2
0
2
0

年
2
月
放
送
回
内
の「
無
品
芝
麻
官
」「
驚

方
訊
息
」コ
ー
ナ
ー
で
、警
察
が
物
資
を

溜
め
込
ん
で
い
る
か
の
よ
う
な
表
現
や
、

警
察
官
が
ゴ
ミ
箱
か
ら
登
場
す
る
演
出

な
ど
が
あ
り
、翌
日
警
察
が
放
送
処
長
に

抗
議
、通
訊
事
務
管
理
局（
通
訊
局
）に

3
,
2
0
0
件
を
超
え
る
苦
情
が
寄
せ

ら
れ
た
。通
訊
局
は
同
年
5
月
、番
組
が

警
察
を
侮
辱
し
偏
見
を
伝
え
た
と
し
て

警
告
を
出
し
た
が
、香
港
記
者
協
会
と

R
T
H
K
職
員
組
合
は
、表
現
の
自
由
が

侵
害
さ
れ
た
と
し
て
司
法
審
査
を
申
し

立
て
た
。

2
0
2
1
年
1
1
月
、高
等
法
院
は「
頭

條
新
聞
」は「
無
品
芝
麻
官
」で
は
通
訊
局

が
真
実
性
を
調
査
せ
ず
虚
偽
と
断
定
し

た
の
は
誤
り
だ
と
し
て
原
告
側
の
主
張

台
湾
発「
香
港
独
立
」組
織
関
与
疑
い
　
香
港
当
局
、

未
成
年
含
む
3
人
を
国
安
法
違
反
で
起
訴

香
港
警
察
の
国
家
安
全
処
は
7
月
9
日
、「
香
港
民
主

建
国
連
盟
」メ
ン
バ
ー
と
さ
れ
る
4
人
を
逮
捕
し
、台

湾
で
設
立
さ
れ
た
香
港
独
立
推
進
組
織「
香
港
民
主

建
国
連
盟
」に
関
与
し
た
疑
い
が
あ
る
と
発
表
し
た
。

1
5
歳
の
男
子
学
生
、2
6
歳
の
宅
配
員
陳
泰
森
、

2
5
歳
の
ウ
ェ
イ
タ
ー
伍
始
東
の
3
人
は
香
港
国
家

安
全
維
持
法
に
基
づ
く「
国
家
分
裂
共
謀
罪
」で
起
訴

さ
れ
、残
る
1
人
は
保
釈
さ
れ
た
。起
訴
状
は
、彼
ら

が
2
0
2
4
年
1
1
月
か
ら
2
0
2
5
年
7
月
ま
で

香
港
で
他
者
と
共
謀
し
、香
港
や
中
国
の
一
部
を
分

離
す
る
、法
的
地
位
を
違
法
に
変
更
す
る
、外
国
支
配

下
に
移
す
な
ど
国
家
統
一
破
壊
を
目
的
と
す
る
行
為

を
計
画・実
行
し
た
と
し
て
い
る
。事
件
は
7
月
1
1

日
に
西
九
龍
裁
判
法
院
で
初
公
判
が
開
か
れ
、検
察

は
電
子
機
器
調
査
の
た
め
審
理
延
期
を
申
請
。1
5

歳
少
年
の
保
釈
は
却
下
さ
れ
児
童
・
青
少
年
院
に
収

容
、他
の
2
人
も
保
釈
せ
ず
勾
留
が
続
い
た
。8
月

2
8
日
の
再
審
理
で
は
、事
件
記
録
を
区
院
に
移
送

す
る
準
備
の
た
め
審
理
延
期
が
認
め
ら
れ
、国
家
安

全
法
指
定
裁
判
官
の
蘇
惠
德
総
裁
判
官
が
9
月
2
2

日
ま
で
の
延
期
と
3
人
の
勾
留
継
続
を
決
定
し
た
。

を
一
部
認
め
た
。他
方「
驚
方
訊
息
」の
描
写
に
つ

い
て
は
侮
辱
警
察
と
の
判
断
を
維
持
し
た
。通

訊
局
と
組
合
は
い
ず
れ
も
敗
訴
部
分
を
控
訴

し
、2
0
2
4
年
9
月
上
訴
庭
は
通
訊
局
の
上

訴
を
退
け
、「
無
品
芝
麻
官
」に
違
反
な
し
と
判

断
し
、組
合
側
の
主
張
も
認
め
て
警
告
を
撤
回
、

訟
費
の
7
5
％
を
通
訊
局
が
負
担
す
る
よ
う
命

じ
た
。通
訊
局
は
2
0
2
5
年
2
月
、終
審
法
院

へ
の
上
訴
許
可
を
申
請
し
た
が
、上
訴
庭
は
一
部

理
据
を「
学
術
的
議
論
に
と
ど
ま
る
」と
し
て
却

下
、さ
ら
に
直
接
終
審
法
院
に
許
可
を
求
め
た

が
、同
年
9
月
、終
審
法
院
上
訴
委
員
会
が「
合

理
的
な
許
可
理
由
が
な
い
」と
し
て
申
請
を
棄

却
し
た
。こ
れ
に
よ
り
通
訊
局
は
こ
れ
以
上
判

決
を
争
え
な
く
な
っ
た
。通
訊
局
は
声
明
で
、今

後
も
公
平
・
公
正
・
不
偏
不
倚
に
放
送
苦
情
を
扱

い
、テ
レ
ビ・
ラ
ジ
オ
番
組
が
公
共
の
利
益
に
か

な
う
よ
う
規
制
を
続
け
る
姿
勢
を
示
し
た
。


